
和田山地域の社会体育施設利用者の皆さまへ 

 

 

 

 

 受益者負担の公平性および算定方法の明確化などを図るため、「使用料・手数料算定の基本方針」に

基づき、社会体育施設の使用料について、令和６年４月１日利用分から料金を改定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市外在住者や減免団体などの料金の詳細については、下記までお問合せください。 

 

社会体育施設使用料改定のお知らせ 

令和６年４月１日から 

料金の改定内容 （市内に在住の者又は在勤の者、在学の者が利用する時） 

【問合せ先】 

朝来市まちづくり協働部 生涯学習課 

TEL：079-672-0188、4932 


